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申
告
書
は
自
分
で
書
い

て
早
め
に
提
出
を

　

所
得
税
の
申
告
と
納
税
は
２
月

　

日
（
金
）
〜
３
月　

日
（
木
）

１６

１５

で
す
。
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お

よ
び
地
方
消
費
税
の
申
告
と
納
税

は
、
４
月
２
日
（
月
）
ま
で
で
す
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
還
付

申
告
を
さ
れ
る
方
へ

　

給
与
所
得
者
で
雑
損
控
除
、
医

療
費
控
除
、
寄
付
金
控
除
、
住
宅

住民税・所得税の変更（税源移譲・定率減税廃止による変更）

公的年金等の収入がある場合（モデルケース）
＜７０歳配偶者あり＞＜７０歳独身＞

○年金収入２００万円の場合○年金収入２００万円の場合

１９年１８年１７年区　分１９年１８年１７年区　分

非課税非課税非課税住民税均等割２，６００円１，３００円非課税住民税均等割

非課税非課税非課税住民税所得割２２，０００円５，４００円非課税住民税所得割

非課税非課税非課税所 得 税１５，３００円２７，６００円２４，５００円所 得 税

非課税非課税非課税合 計３９，９００円３４，３００円２４，５００円合 計

０円０円負担増（住民税＋所得税）５，６００円９，８００円負担増（住民税＋所得税）

○年金収入３００万円の場合○年金収入３００万円の場合

１９年１８年１７年区　分１９年１８年１７年区　分

４，０００円４，０００円４，０００円住民税均等割４，０００円４，０００円４，０００円住民税均等割

９１，０００円４４，４００円８，０００円住民税所得割１２８，９００円６０，６００円２３，２００円住民税所得割

４３，０００円７７，４００円６８，８００円所 得 税６３，２００円１１３，８００円１０１，２００円所 得 税

１３８，０００円１２５，８００円８０，８００円合 計１９６，１００円１７８，４００円１２８，４００円合 計

１２，２００円４５，０００円負担増（住民税＋所得税）１７，７００円５０，０００円負担増（住民税＋所得税）

借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方
、
ま

た
、
年
の
中
途
で
退
職
し
た
た
め

年
末
調
整
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
方
な
ど
は
、
源
泉
徴
収

税
額
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の
確

定
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】還
付
金
の
振
込
先
は

確
実
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
振
り
込
み
は
、
申
告
者
（
本

人
）
名
義
の
口
座
に
限
り
ま
す

消
費
税
の
届
け
出
が
必
要
で
す

　

課
税
売
上
高
が
１
０
０
０
万
円

を
超
え
た
ら
消
費
税
の
課
税
事
業

者
に
な
り
ま
す
。
な
お
、　

年
分

１６

の
課
税
売
上
高
が
１
０
０
０
万
円

を
超
え
て
い
る
方
は
、　

年
分
の

１８

消
費
税
の
課
税
事
業
者
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、　

年
分
の
課
税
売
上

１７

高
が
１
０
０
０
万
円
を
超
え
て
い

る
方
は　

年
分
の
消
費
税
の
課
税

１９

事
業
者
と
な
り
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】記
帳
や
書
類
の
保
存

が
と
て
も
大
切
で
す
。
課
税
事
業

申
告
に
必
要
な
も
の

　

申
告
書
▼
源
泉
徴
収
票
・
収
入

証
明
書
な
ど
前
年
中
の
収
入
金
額

の
分
か
る
書
類
▼
社
会
保
険
料
・

生
命
保
険
料
･
損
害
保
険
料
・
医

療
費
等
の
各
控
除
を
受
け
る
場
合

　

地
方
税
法
な
ど
の
改
正
に
伴
い
、

　

年
度
か
ら
市
民
税
・
都
民
税
の

１９算
出
方
法
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

個
人
住
民
税
所
得
割
の

　

㌫
比
例
税
率
化

１０
　

所
得
税
か
ら
個
人
住
民
税
へ
の

税
源
移
譲
の
実
施
に
よ
り
、
個
人

住
民
税
は
所
得
割　

㌫
比
例
税
率

１０

化
が
導
入
さ
れ
ま
す
。
所
得
割
算

申
告
書
の
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す

忘
れ
ず
に
提
出
を
！

　

所
得
税
の
確
定
申
告
と
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
の
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す
。
窓
口
で
の
受

け
付
け
は
、２
月　

日（
金
）〜
３
月　

日（
木
）の
期
間
で
す
。
所
得
税
の
確
定
申
告
は
税
務
署
で
、

１６

１５

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
は
市
役
所
で
受
け
付
け
ま
す
。
各
会
場
と
も
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、申
告
は
郵
送
で
も
お
受
け
し
ま
す
。
申
告
書
を
郵
送
す
る
方
で「
控
え
」が
必
要
な
方
は
、

ボ
ー
ル
ペ
ン
や
万
年
筆
で
記
載
の
上
、
切
手
を
張
っ
た
返
信
用
の
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
確
定
申
告

  
申
告
と
相
談
は
東
村
山
税
務
署
へ

〒
１
８
９－

８
５
５
５
、
東
村
山
市
本
町
１
ノ　

ノ　

、

２０

２２

�
０
４
２
・
３
９
４
・
６
８
１
１

者
と
な
る
方
は
「
消
費
税
課
税
事

業
者
届
出
書
」
を
ご
提
出
く
だ
さ

い
納

税

は

便

利

な 

口

座

振

替

で

　

申
告
所
得
税
や
個
人
事
業
者
の

消
費
税
の
納
税
に
は
、
口
座
振
替

が
便
利
で
す
。
こ
の
制
度
を
利
用

す
る
と
、
金
融
機
関
の
預
貯
金
口

座（
郵
便
貯
金
も
利
用
可
）か
ら
振

り
替
え
で
納
税
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、手
間
が
掛
か
ら
ず
、ま

た
、
う
っ
か
り
納
期
限
を
忘
れ
る

こ
と
も
な
く
な
り
大
変
便
利
で
す
。

　

新
た
に
口
座
振
替
を
希
望
さ
れ

る
場
合
は
、
預
貯
金
先
の
金
融
機

関
等
ま
た
は
税
務
署
に
、「
預
貯
金

口
座
振
替
依
頼
書
」
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。　

年
確
定
申
告
分
の

１８

口
座
振
替
日
は
、
所
得
税
が
４
月

　

日
（
金
）、
個
人
事
業
者
の
消
費

２０税
お
よ
び
地
方
消
費
税
が
４
月　
２６

日
（
木
）
で
す
。

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告

  
申
告
と
相
談
は

  　
　

市
役
所
課
税
課
市
民
税
係
へ

　

詳
し
く
は
同
係
（
内
線
２
３
３
３
〜
２
３
３
７
、
土
曜
・

日
曜
日
、
祝
日
は
お
休
み
で
す
）

は
、
前
年
中
に
支
払
っ
た
証
明
書

ま
た
は
領
収
書
▼
国
民
健
康
保
険

税
・
国
民
年
金
、
介
護
保
険
料
で

前
年
中
に
支
払
っ
た
領
収
書
等
▼

印
鑑

出
税
額
の
計
算
式
は
次
の
通
り
で

す
。

　

所
得
割
算
出
税
額
＝
課
税
標
準

額
×　

㌫
（
市
民
税
６
㌫
・
４
㌫
）

１０

－

調
整
控
除
（
分
離
課
税
の
あ
る

方
、
税
額
控
除
の
あ
る
方
は
算
出

方
法
が
異
な
り
ま
す
）

　

※
個
人
住
民
税
所
得
割
の
比
例

税
率
化
に
伴
い
、
山
林
所
得
の
五

分
五
乗
規
定
と
平
均
課
税
の
規
定

申
告
書（
市
民
税
・
都
民

税
）
が
届
か
な
い
方
へ

　

申
告
書
は
、
申
告
す
る
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
方
に
郵
送
し
ま

し
た
が
、
該
当

す
る
方
で
届
か

な
い
方
は
、
課

税
課
市
民
税
係

へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
な
お
、

申
告
書
は
、
各
連
絡
所
に
も
用
意

し
て
あ
り
ま
す
。

市
民
税
・
都
民
税
の

　
　

算
出
方
法
が
変
更
に
な
り
ま
す

が
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。

年
齢　

歳
以
上
の
方
に 

６５

適

用

さ

れ

て

い

た 

非
課
税
措
置
廃
止
に 

伴
う
経
過
措
置
が
変
更

　
　

年
度
は
、　

年
１
月
１
日
時

１９

１７

点
に
お
い
て
年
齢　

歳
以
上
（
昭

６５

和　

年
１
月
２
日
以
前
生
ま
れ
）

１５
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１

２
５
万
円
以
下
の
方
に
お
け
る
所

得
割
お
よ
び
均
等
割
の
税
額
を
３

分
の
１
減
額
し
ま
す
（　

年
度
は

１８

３
分
の
２
減
額
）。

定
率
減
税
の
廃
止

　
　

年
度
ま
で
は
、
個
人
住
民
税

１８
「
所
得
割
」
額
の
７
・
５
㌫
相
当

額
を
控
除
（
２
万
円
を
限
度
）
し

て
い
ま
し
た
が
、　

年
度
か
ら
は

１９

廃
止
と
な
り
ま
す
。

　

※
税
源
移
譲
、
定
率
減
税
廃
止

に
伴
い
公
的
年
金
等
の
収
入
が
あ

る
方
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
は
下
表
を

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係

（
内
線
２
３
３
３
〜
２
３
３
７
）へ
。

　
【
ご
注
意
】
２
月　

日
・　

日

１８

２５

の
日
曜
日
は
、電
話
で
の
相
談
、

国
税
の
領
収
、
納
税
証
明
の
発

行
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん

　税務署は、土曜・日曜日、祝日はお休みです。

ただし、２月１８日と２５日の日曜日に限り、午前９

時～正午と午後１時～５時に、東村山税務署で

確定申告書作成の相談と申告書の受け付けを行

います。この２日間は混雑が予想されます。あ

らかじめご了承ください。

ご注意ください

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成

コーナー」で作成（入力）し、プリントアウト

した確定申告書は、そのまま税務署に提出する

ことができます。なお、株式等の譲渡所得のあ

る方は、同コーナーで確定申告書を作成するこ

とができますが、土地・建物等の譲渡所得のあ

る方など、ご利用できない場合がありますので

ご注意ください。

　※所得税の確定申告書の決算書、収支内訳書、

消費税の確定申告書も作成可能です。

国税庁のホームペ－ジで
確定申告などの作成（検算）

ができます！

◆国税庁のホームペ－ジ
http://www.nta.go.jp

◎負担増の理由
　１８年　▼年齢６５歳以上の方のうち、前年の合 

　　　　　計所得金額１２５万円以下の非課税化

　　　　　が廃止となったため。ただし、経過

　　　　　措置があります

　　　　▼老年者控除の廃止

　　　　▼年金控除額の変更

　　　　▼定率減税の縮減（控除率が１５％から

　　　　　７．５％に。控除限度額が４万円から

　　　　　２万円に）

　１９年　▼定率減税の廃止

　　　　▼税源移譲により、１月から（年金受

　　　　　給者は２月）所得税の源泉徴収額が

　　　　　減る方は、６月から住民税が増える

　　　　　ことになります

◎左表におけるモデルケースは、一定
　の社会保険料が控除されるものとし
　て計算しています。また、概算であり、
　実際には収入や控除額により変わり
　ます

２
月　

日（
金
）〜
３
月　

日（
木
）

１６

１５

申告を行う際のお願い申告を行う際のお願い
　市役所でお受けできる確定申告は、

市役所・各会場とも次のものに限らせ

ていただきます。

　①提出のみの方＝内容が記入されて
いて、お預かりするだけのもの

　②簡易な申告の方＝給与や公的年金
のみの収入の方▼前記に該当し、医療

費控除や寄付金控除のある方

　なお、簡易な申告の方で、市役所に

来庁される場合には、あらかじめ確定

申告書の住所、氏名、扶養控除、所得

金額欄など分かる項目は記載し、筆記

具・計算機をご持参ください。

　市役所では、確定申告書（簡易なもの）

の記載方法などについて疑問等がある

方に書き方のアドバイスを行いますが、

確定申告書はご自身で作成していただ

きます。

　【ご注意】市民税・都民税の申告では、
所得税の還付は受けられません。還付

の申告をされる方は東村山税務署へ申

告をしてください


